
報告第3 2号

専決処分の報告について(道路区域内の事故)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 0条第1項の規定により、別紙のとお 

り専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和7年12月1日提出

うるま市長中村正人
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専決処分書(道路区域内の事故)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 0条第1項の規定により、平成 

17年4月18日議会の議決により、指定された市長の専決処分事項について、 

別紙(示談書)のとおり専決処分する。

令和7年9月5日
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示談書

第一当事者(甲)用

2025年7月f日

第一当事者

氏名うるま市長 中村正人

(甲)

住所沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号 選

事故発生日時 2025年8月1日午後8時00分頃

審故発生場所 沖縄県うるま市石川東恩納1222地先(市道東恩納23号線)

上記日時、場所にて乙が走行中、道路の穴ぼこに前輪右タイヤが落ちて損傷した。

以下余白。

事故状況

甲は乙に対し、本件事故に関する一切の損害償金として、金26,277円を乙指定

示談内容

口座に支払う。なお、本件示談の他、甲、乙間には一切の債権債務関係がないこ

とを確認する。以下余白。



(様式3)

「道路賠償責任保険」事故報告書

①市 控

損害保険ジャパン株式会社啣中

略償責任保験事敏について、次のとおり银吿いたします.

また、0は本件事故について.犢・客を受けた财物の所有者•被相 
手方Jといいます.>の"人情傾の取扱いについて当事者圖で以下の事項に合 
拿していることを!!告いたします.
1•責社:が保險命の夏払い、支払いの1Wのために、相手方の•人情倬を取得、 

利用すること.
2.貴社が上fi!1.の利用日的のために、本件事故に関する関係先箏に畏供を 
行い、またはこれらの者から提供を受けることがある二と.

(報吿年月日)令和7年8月14日

.(団体コード］配入)  
(報告市長名)1団体コード111 j H

うるま市長中村正人

契約齿号 第 155 号
加 入 A • B • C 保険 自令和7年4 月1日

証券番な 3474436046 契約・別 D • E {fJ 期間 至令和8年3 月31ロ

動務先又は•案 
被害者の詳細

事故発生日時
令和7年8月I。 黑8時00分

天候
叵! くもり・雨・

雪(ヒョウ•アラレ)-n

事故発生場所 沖縄県北ま市石川東恩納1222地先(市道東恩納23号線)
道路

区分

(市道［農道・ 

林道•その他

［完全舗装1
簡易締装
繡装なし

住所

TEL

事故原因及び状況

【原因】’ ,

f 舖装剝!！により、 道路に穴ぼこ(深さ約5cm)が 

生じてし戒ことが原因である.-

【状況】 ,
うるま市MJSM23号!8において、走行中の車両 

旃・装剥超により生じた穴ぼこにタイヤが落ち損伊し 

た.

事故現場図

別紙図®照

所轄警察署

ご注意①この報告書は2枚目を損保ジャパン保険金サービス課に提出ください.
② 契約落号、証券番号および保険期間は、被保険者証をご参照のうえご紀入ください.
③ 加入契約種別は、核当する型を〇で囲んでください. •
④ 団体コードを必ずご記入ください。(加入申込書紀載の団体コードをご配入ください。)

公枝!tU！株人全国市有物件災害共済会



【事故現場図】
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報告第33号

専決処分の報告について(車両事故)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 〇条第1項の規定により、別紙のとお 

り専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和7年12月1日提出

うるま市長中村正人
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専決処分書

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 0条第1項の規定により、平成17年4 
月18日議会の議決により、指定された市長の専決処分事項について、別紙(示談書)の 

とおり専決処分する。

令和7年8月1日

うるま市長中村!EA-.
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(業 B142)

示 談 書(物件損害)
事故発生日時

►- --- - -- - . 令和07 年 06月24 日 午前・诲 12時 30分頃

事故発生場所 沖縄県う五翌页田場8 7 6番地 うるま市並田場小学校

事故発生状況 上記日時場所において 魅瞿?衝突•追突・正面野 により事故が発生した。

二当毎者氏名 運転者氏名二ニ二j一.二」...,登憂番号

当事者甲
■ ・・・— •

うるま市 〇^IB 沖縄8 30さ4210
. — •__  - _

当事者乙

2.甲・乙各自負担額を相殺し(甲・乙)が(乙・甲)に対し、拿 円を支払う。

決済方法 3.甲・乙の損害額を各自それぞれ負担する。(自損自弁)

4.その他( )

事故当事者 靑 乙

損害額 ①金 〇 円②金 1,000 円

事故の責任割合 ③ 100 % 1® 〇 %

甲・乙
⑤甲は乙の損害の内 (②X③)⑥乙は甲の損害の丙 7®x®j"

示 責任額 鱼______ 1.000 .貝を負担する。1 金 ーーー0円を負担する。

談 0.甲は乙に上記自己責任額⑤を支払い、乙は甲に自己責任額⑥を支払う。

支

払

方

法

ー受聖厶印指崖

传・乙)は。•甲)に
対する支払額の内

金____一 !.000 円
を(甲・⑥)指定の右口座 
に支払う。

(甲•乙)は(乙・甲)に
対する支払額の内

金___________ 0
を(甲・乙)指定の右口座 
に支払う。

(甲•乙)は(乙・甲)に
対する支払額の内

篁__________ e
を(甲・乙)指定の右口座 
に支払う。

受取人

「フリ另ナ

氏名 口座名義

信金

K協 支所

氏名

ttBi T ～ Ta

フリガナ
口座名義

通里・:

®fr
備金

農協

□■•4
支店
支所

住所 
運転者氏名

上記の通り示談が成立しましたので、 
し立てをしないことを誓約します。

示談日Rグ年8月/日

運転者:3

今後本件に関しては双方共裁判上又は裁判外において一切異魁_請求の申 適電膜

住所 うるま市みどり町一 丁目塲1或2るま龍 
当事者甲氏名 うるま市長中村正帰洋

■   —   — ■ ■■ ''1 ' - 1 ■・ゝ" ：.一> ,

住 
当事者乙氏

・3・
公益社団法人 全国市有物件災害共済会 (5.8. A4.4P. 20x350)



見取図等(発生個所及び事故の状況)

体育館

指押車

< 誘導ー ____

校舎

上記のとおり報告します。

令和7年6月24日

※丨 太枠内の決裁欄は、事故発生所属課署において押印するものとする。

2見取図等は、枠内で足りない場合は、別紙を添付すること。

発生場所 田場小学校体育館横

同乗者 なし

相手方

事故状況

同上時刻、場所において、着衣泳講習を終え、指押車を後方移動させる際に事故が発生 

しました。指揮車の後方に駐車していた車両の存在に気づかず、後進した結果、後方車 

両の後部(バンパー)に衝突しました。移動時には誘導貝を車両後方へ配置していまし 

たが、機関員と誘導員の認識が一致していなかったことが原因で、今回の事故が発生し 

ました。

天候 昜り

様式第9号(第4 2条関係)

消防長参事

機械器具名称 うるま指押1
車両番号 沖縄8 3 〇さ4 2-10

発生 日時 令和7年6月2 4日(火曜日)12時30分頃

消防機械器具等事故報告書

所属I ■
所属長 係長 係

属
級
名
ー

所
階
氏
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報告第3 4号

専決処分の報告について(車両事故)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 0条第1項の規定により、別紙のとお 

り専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和7年12月1II提出

うるま市長中村正人
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専決処分書

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第18 0条第1項の規定により、平成17年 

4月18日議会の議決により、指定された市長の専決処分事項について、別紙(免責証 

書及び請求書)のとおり専決処分する.

令和7年9月2 9日

うるま市長中村正 〇!M1 与るま圖 
壷善
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(業 BM3)

ご照会番号

物件損害に関する承諾書(免責証書)

作成日

当事者甲

当事者乙

公益社団法人
全国市有物件災害共済会殿

甲の運転者 殿

f月/E日

氏名

-3-

公整H団法人 全国币有物件災書共満会 312 A4.3P.20X100)



■ 請求書

¥290.400

ロ鹿初___ ]

発行日令和6年10月9日 

登録番号:2360001001488

每a格别のお引き立てを隔り厚くお礼申しあげます. 
下記の通リご!»求申しあげます.

_5諸求!s

今回ニ諸求顧ニ[

290,400 /

♦帳込される垠合は上記口座までお!KE、たします.なお、振込手數料は貴社ごな担にてお駝いいたします.

全国市有物件災者洪済会 九州支部瓣中

担当者:^^■

使用者様ご利用分になってお貼ます・ 
レンタカーご利用代金の請求です。

お支払期日 ・赠叠辍融ー

帝和6年11月30日 264,000 26,400

□___ __________一 ____ ^iO-------------- 口座我別



様式第2号(第9条関係)

教育長
課長 係長係長 係員課長

沖縄400ち3386車両登録番号

令和6年7月 9日(火曜日)午前9時4 0分発生日時

うるま市兼箇段1659番地付近 すくすくこどもの家前発生場所

有(氏名 )同乗者

決
裁

(事故の状況)

本市会計年度任用職員が市道(平良川・赤道線)を西向けに走行中、赤信号を認識していたが、交 

差点に減速しながら侵入してしまい、具志川中学校方面から直進中の相手車両の右側面後方へ衝突し 

た。

衝突後、相手車両、公用車ともに停止。公用車は安全のために交差点近くの空き地へ移動させた。 

また、事故の目撃者により警察への通報がなされた。公用車は右側ヘッドライトカバー及びその周辺 

を破損。相手車両は右側後方を破損した。相手は足や首の痛み等により救急車で搬送された。なお、 

相手車両に同乗者はいなかった。本市会計年度任用職員に怪我はなかったが、事故当日は外気温が高 

く、熱中症のような症状がみられた為、他の職員とともに医療機関を受診し点滴による治療を受けた。

所属(社会教育^^ 

参塞
社会教育 

部長

I |ニッサンキャラバン
車種等 丨

(小型貨物)

公用車事故報告書

(事故状況略図)

運転者所属

上記のとおり相違ありません。

令和6年 7月12日

注 本様式には、附表を添付すること。

備考 決裁欄は、教育委員会の場合、適宜変更すること。
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報告第3 5号

専決処分の報告について(物損事故)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第180条第1項の規定により、別 

紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する。

令和7年12月1日提出

うるま市長中村正人



専決処分書

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第180条第1項の規定に基づき、 

平成17年4月18日議会の議決により、指定された市長の専決処分事項につ 

いて、別紙(示談書)のとおり専決処分する。

令和7年7月30日

うるま市長中村正



ホ談書

第一当事者(甲)用

令和7年7月30日

第一当事者

氏名中村正人 蹲驅
(甲)

住所沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号

氏名

第二当事者 
(乙)

住所

事故発生日時 2022年8月5日午前11時30分

事故発生場所 沖縄県うるま市立与勝中学校運動場側外壁(勝連城跡ロードへ出る三差路)

事故状況

与勝中学校の運動場側外壁(勝連城跡ロードへ出る三差路)の草刈り 

をしていたところ、草刈り機ではねた石が、信号待ちをしていた停止 

車両のボディー 3か所1nnn四方の傷2か所、3 〇 Dim四方の傷1か所に 

傷を付けた。

以下余白。

示談内容

甲は乙に対し、保険事故に関する一切の損害賠償金として、

金6 3, 9 5 OIMを乙に支払う。なお、本件に関しては本件示談の他、 

甲、乙間には一切の債権債務関係がないことを確認する。

以下余白。
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舍！02年4月哉の版I (慢式制2号> ド 4 年8月 5 日

全国市長会学校災害賠償補償保険事故報告書
損害保険ジャパン株式会社御中

魅償補償保険・故について、次のとおり！8吿いたします。

また、私は本件事故について、積書を受けた械害者•財物の所有者(以下f相手方jといいます. >の
個人情報取扱について、当事看間で以下の•項に合意していることを通知いたします.
1. 貴社が、保！»金の支払•支払の判斷のために、相手方の個人情«8を取得・利用すること.

2. 貴社が上紀レの刊用目的のために、本件・故に!8する関係先、導に縄供あるいは登!!を行い、
また、これらの・から憧供を受けることがあること 

«注1)加入証に押印してある受付印日付をご配入下さい.

(注2)修理の着手を急ぐ場合は、審故報告•作成前に直接損保ジャバンにご連絡ください。

うるよ 中村正人

今回の件を十分反省し、羽石防宙ネットを强りながら作業を行う。または、付近を语行する車両や停止 

車両等がある場合は、草刈り・を止めながら作累を進めていくよう配車して取り組んでいきます。

布への 

連な

所在地 

担当埋名

T 904-2292

うるま市みどりU1-1-1

|tel| 098-923-2159～［担当者名 •m

本校の運動場側外壁s連城跡ロードへ出る三差路)の章刈りをしていたところ、 

草刈り機ではねた石が、信号待ちをしていた停止車両のボディー  3か所 

1mm四方の傷2か所、30mm四方の何1か所)に傷を付けた°

因

外壁の外側の草刈りであったため、できるだけ砂や小石をはねないよう心掛けたが、 

はね石防街ネットなど対策を・じていなかったのが原因である。または、

信号待ち等の停止車両がある場合は、作業をストップするなどの配慮が必要であった。

の

大切にしている車なので弁償をしてほしい。

そ
の
他
精£

・
項


